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冊子「求人申込みから採用まで」
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⚫求人申込みから採用まで
令和９年３月新規学校卒業者の採用ルールや

スケジュール等がまとめられた冊子です。

説明資料の左下にこの冊子に対応するページ

数を表示していますので、説明資料とともに

ご一読ください。



1.新規学校卒業者の採用にあたって
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1-1.採用計画の樹立

⚫新規学校卒業者を募集・採用等する事業主が講ずべき措置
「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事

業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」

1. 募集にあたり、労働条件の明示などの対応が必要

2. 内定取消しは無効になることもあり

3. 「青少年雇用情報」の情報提供が必要

4. 卒業後３年以内の者も「新卒枠」にて応募受付ができるよう

努めること

3

新規学校卒業者の採用にあたり、事業主が適切に対処できるよう指針が定められています。

【求人申込みから採用まで】Ｐ1～



1-2.募集・採用計画の立案

⚫適切な募集・採用計画の立案

1. 中長期的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なとき

だけ採用する方針を確立すること

2. 募集・採用計画数の決定にあたり、「若干名」、「○○人以内」

等不明確な表現、実際の採用計画数を超えた人数による募集等は

避け、採用人数を明確にすること

3. 中途採用者を採用したから学卒求人を取消すといったことがない

よう適正な採用計画に基づいた求人数を記載すること

4

無秩序な求人活動は学生・生徒の適正な職業選択を阻害する要因となるため配慮が必要です。

【求人申込みから採用まで】Ｐ1～



1-3.採用内定取消し等の防止

⚫やむを得ず新規学校卒業者に対して以下を行おうとする場合、

あらかじめハローワーク及び学校に対して通知が必要

1. 募集の中止

2. 募集人員の削減

3. 採用内定取消し

4. 入職時期繰り下げ

5

事業主の一方的な都合による採用内定取消し等は行わないよう適切な採用計画を立ててください。

適切な採用計画に基づき、採用内定取消し等は
行うことがないようお願いします

【求人申込みから採用まで】Ｐ1・82～83



1-4.公正な採用選考

⚫就職差別につながるおそれがある事項を把握していませんか？

•本人に責任のない事項
本籍・出生地に関すること

家族に関すること

住宅状況、生活環境、家族環境に関すること

•本来自由であるべき事項
思想や信条にかかわること

•採用選考の方法
本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用

合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

身元調査などの実施

6

採用基準・選考方法を再確認いただき、公正な採用選考の実施に向けた取組みをお願いします。

【求人申込みから採用まで】Ｐ3～



2.新規学校卒業者の採用選考日程
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2-1.高卒求人申し込み・採用選考日程

8

高卒求人申し込み～採用選考については、開始日程が決まっていますのでご注意ください。

６月１日以降

事業主→HW

求人申込み

７月１日以降

HW→事業主

求人票返却

返却後

事業主→高校

求人票提出

９月５日以降

高校→事業主

推薦開始

９月16日以降

選考開始

選考後

速やかに

事業主→高校

採否通知

⚫高等学校卒業者対象求人

就業開始は

卒業後以降

【求人申込みから採用まで】Ｐ17～



2-2.中卒求人申し込み・採用選考日程
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中卒求人は求人者マイページからは申し込みができず、求人申込書（紙）による提出になります。

６月１日以降

事業主→HW

求人申込み

１月１日以降

HW→事業主

応募書類送付

１月26日以降

選考開始

選考後速やかに

事業主→中学校

採否通知

⚫中学校卒業者対象求人

就業開始は

４月１日以降

【求人申込みから採用まで】Ｐ9～

中卒用求人票の提出を希望する場合、お手数ですが窓口まで来所願います。



2-3. 新規高等学校卒業者採用のルール

⚫愛知県就職問題連絡協議会の申し合わせ

•求人応募は「一人一社」制 ※

•応募書類は「全国高等学校統一用紙」を使用

•選考試験は「原則１回、書類選考のみは不可」

•選考通知は「学校及び生徒へ文書」で通知

•通知期限は「原則７日以内」

•就職開始は「卒業後」とすること
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応募・推薦方法に係る申し合わせについて、ご理解とご協力をお願いします。

【求人申込みから採用まで】Ｐ20～

※令和９年３月新規学卒者より、指定校以外、かつ複数応募可の場合に限り、9月16日から

１人２社の応募が可能となりました。



3.高卒求人申し込みの流れ
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3-1.求人者マイページ開設方法

⚫これまでの求人申し込みの実績により開設方法が異なります。

1. ハローワークへ１度でも求人を申し込んだことがある

①ハローワークへ来所し、アカウント作成コードを発行する

②アカウント作成コードをもとに、求人者マイページを開設する

2. 今回初めてハローワークへ求人申し込みを行う
窓口にて対応いたします。各種サービスの案内もさせていただきますので、一度ご来所を

お願いいたします。
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求人者マイページ未開設の場合、まずは開設手続きを行ってください。

上記方法の他に、ハローワークインターネットサービスからも求人者マイページの
開設は可能ですが、【求人登録】を同時に行う必要があり、この場合の求人登録は
過去の求人を転用することができないため、推奨していません。

6月1日以降はお電話がつながりにくくなり、窓口が混雑します。

マイページの開設や登録は5月中に行っていただくよう、ご協力をお願いします。



3-2.求人申し込み時の添付書類（マイページ）

⚫求人者マイページから求人申し込みの場合

原則、添付書類は不要です。

以下①～③に該当する場合、メールにて書類の提出をお願いします。

様式はハローワーク岡崎ホームページに掲載しています。
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添付書類は原則不要ですが、求人申し込み時に入力しきれない場合に提出が必要です。

添付書類が必要な場合 提出書類

①推薦依頼校を30校以上指定する 推薦依頼校一覧（ハローワーク岡崎様式）

②応募前職場見学を特定日に実施

求人票に入力しきれない場合

応募前職場見学実施予定表

（様式16）

③就業場所が複数あり

求人票に入力しきれない場合

就業場所一覧、受動喫煙対策一覧

（任意様式）

※「ホームページ参照」等の表記も可



3-2.求人申し込み時の添付書類（窓口等）

⚫求人者マイページ以外（窓口等）から求人申し込みの場合

以下①～③に該当する場合、求人申し込み時に一緒に提出をお願い

します。求人者マイページからの申し込みと異なり、１校でも推薦

依頼校を指定する場合には、推薦依頼校一覧が必要です。
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１校でも推薦依頼校を指定する場合には、推薦依頼校一覧が必要です。

添付書類が必要な場合 提出書類

①推薦依頼校を指定する 推薦依頼校一覧（ハローワーク岡崎様式）

②応募前職場見学を特定日に実施

求人票に書ききれない場合

応募前職場見学実施予定表

（様式16）

③就業場所が複数あり

求人票に書ききれない場合

就業場所一覧、受動喫煙対策一覧

（任意様式）

※「ホームページ参照」等の表記も可



3-3.高卒求人票と（一般）求人票との違い

⚫高卒求人票と（一般）求人票

高卒求人票は（一般）求人票と異なり、ハローワークの確認印が押印

されたものが求人票（原本）となります。

推薦依頼校へは求人票（原本）をコピーし提出してください。

⚫ハローワークの確認印がない高卒求人票について

高卒求人受理後、一般求人と同様に求人者マイページから高卒求人票

を印刷することは可能ですが、ハローワークの確認印がないためそれ

を高校に持参しても受理されません。
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求人者マイページから求人票の印刷は可能ですが、それを学校へ提出することはできません。



3-4.学卒求人票見本

16

求人票右下にハローワークの確認印が押印されたものを推薦依頼校へ提出してください。

表 裏

確認印

○.○.○



3-5.求人票返却スケジュール

⚫最短での求人票返却を希望する場合の求人申し込み期限

郵便返却→６月１６日（火）まで

窓口返却→６月２３日（火）まで
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求人申し込み日により求人票返却日は異なりますので、早めの提出にご協力をお願いします。

申し込み日 郵便発送日 窓口返却日

６月１日～１６日 ７月１日（水）

６月１７日～２３日 ７月１日（水）発送 ７月１日（水）

６月２４日～３０日 ７月６日（月）発送見込み ７月３日（金）

７月１日以降 申し込みから１週間程度

７月７日以降 確認後速やかに返却

求人申し込み期限を過ぎた場合、最短での返却は一切対応できません
※上記日程は提出された求人に不備がない前提のものです。

連絡がつかない等、解消に時間がかかる場合はこの限りではありません。

※7/1のみ
日付指定郵便到着日



3-6.求人票返却方法

⚫返却方法

【ハローワークへの連絡事項】欄に記載がない場合、事業所所在地あて郵送にて返却します。

⚫異なる送付先への郵送を希望する場合

７.選考方法登録項目内【ハローワークへの連絡事項】欄へ、「求人票は○○市○○町○-○まで

送付希望」と入力してください。

⚫窓口での受け取りを希望する場合

７.選考方法登録項目内【ハローワークへの連絡事項】欄へ、「窓口返却を希望する」旨を入

力してください。
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返却方法により返却日が異なりますのでご注意下さい。

ハローワークへの連絡事項欄に記載がない状態で6月17日以降に求人を提出した場合、郵送で7月3日以降の返
却となります。



19

3-6.求人票返却方法

返却についての注意事項です。

窓口返却希望

⚫原則

原則、「２事業所情報」に記載された事業所所在地宛てに郵送で返

却します。

この住所に返却します。

⚫他の返却方法を希望する場合

窓口での返却や、別住所への郵送を希望する場合は、「７選考方

法・応募前職場見学」の「ハローワークへの連絡事項」に、希望の

返却方法を書いてください。

求人票は下記住所へ郵送してください。

〒000-0000

愛知県岡崎市○○・・・・



4.求人者マイページ操作方法
求人情報入力方法
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4-1.求人者マイページへのログイン

21

ハローワークへ登録したメールアドレスが不明な場合は、お問い合わせください。

▍ハローワークインターネットサービス

トップページ

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

①求人者マイページにログイン

②ID（メールアドレス）

とパスワードを入力

③ワンタイムパスワード

がメールアドレス宛に届

く

④ワンタイムパスワード

を送信



過去に高卒求人を提出したことがある場合、データを転用できます。

22

求人情報を新規で全て入力する場合 過去の高卒求人情報を転用して入力する場合

ホーム画面で

「新規求人情報を登録」を選択

「新規求人情報を登録」を選択

「求人検索」を選択

求人区分で「高卒」に し、

「検索」

※求人番号で検索すること

も可能です。

-----------------------------------------------------------------------------------------

「この求人情報を転用し

て登録」を選択

以降の操作は、別紙３「求人情報（高卒）の入力のポイン
ト」を参考としてください。

4-2.求人者マイページの操作

【求人申込みから採用まで】Ｐ52～



4-3.求人情報入力・入力時の注意点

23

例年不備が散見されるポイントのみピックアップしてお伝えします。

▍職種

・就業場所が派遣先や請負先の場合、「職種」の後ろに（派）や（請）の表示が必要。

※派遣や請負求人の場合、「個別契約書」や「請負契約書」の提出が必要。

・指定校以外の公開求人かつ9月16日から複数応募可能な場合、「職種」の後ろに「【選考開始日から複数応募可

能】」と入力。※複数応募可能を9月17日以降とする場合には入力しないでください。

▍仕事内容

学生が最も注目している欄のひとつであるため、わかりやすく記載をしてください。

・仕事内容の変更範囲、就業場所（転勤）の変更範囲、有期労働契約を更新する場合の更新基準の明示が必要。転

勤範囲以外は専用の欄がないため、仕事内容欄に「変更範囲：○○」、補足事項欄または特記事項欄に更新基準

（有期労働契約の場合のみ）の入力が必要。

▍受動喫煙対策

健康増進法では、２０歳未満の者を喫煙可能区域に立ち入らせてはならない。

「就業場所における受動喫煙対策」欄で “２．なし（喫煙可）” を選択した場合は、高卒求人票を受理できません。

▍就業時間・時間外労働・休日等

就業規則や３６協定を確認して入力

・労働時間は休憩時間を除いて１週間４０時間以内、１日８時間以内（原則）

・月平均残業時間は３０時間、１年単位変形労働時間は２７時間まで（原則）

【求人申込みから採用まで】Ｐ52～

採用時点において「将来的に職種変更予定が有・無」

○○は具体的な業務内容



4-3.求人情報入力・入力時の注意点

24

例年不備が散見されるポイントのみピックアップしてお伝えします。

▍賃金・手当欄

現行：申込み時点で賃金額の確定が困難で、当該年の新規高等学校卒業者採用者の賃金を参考として記載する場合。

・固定残業代がある場合は、「固定残業代」欄に金額と、「固定残業代に関する特記事項」欄に「●●手当は、時

間外労働の有無にかかわらず固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と入力。

・毎月必ず支給される手当は「定額的に支払われる手当(ｂ)」欄へ入力。（※残業手当は含まない）

・家族手当や皆勤手当等、条件により支給される手当は「特別に支払われる手当」欄へ入力。

▍昇給

新卒者の制度・実績について入力。

採用された年度から翌年度の４月１日までに昇給する制度がある場合、「１．制度あり」を選択。

▍受付期間・選考日

受付開始日は９月５日以降、選考開始日は９月１６日以降。

▍複数応募

複数応募の可否、可の場合は受付開始日を入力。

愛知県の場合→指定校求人の場合、受付開始は１１月１日以降

→複数応募可能かつ指定校以外の公開求人の場合、受付開始は９月 １６ 日以降

▍青少年雇用情報

「企業全体の募集・採用に関する情報」は、令和７・６・５年度（直近３事業年度）の状況を入力。

【求人申込みから採用まで】Ｐ52～ 例年、年度誤りが多いです

※可能な限り青少年雇用情報の全ての項目について情報提供してください。



4-3.求人情報入力・入力時の注意点

25

一部入力項目欄が追加されました。昨年度の高卒求人を転用する場合、追記が必要です。

求人票（高卒）１ページ目

転勤範囲

項目を追加

「あり」の場合、「転勤範囲」欄に、
転勤の可能性がある範囲を入力
※文字数が不足する場合は補足
事項欄へ入力。

求人票（高卒）２ページ目

マイカー通勤の「特記事項」

項目を追加

マイカー通勤「可」の場合、「マイカー通
勤の特記事項」欄に、 駐車場の有無
や利用料金等を入力。

Ｅメール

担当者エリアのレイアウトを変更

「電話番号」「FAX」「Eメール」の表示位置を変更

新卒入社日

項目を追加

新卒者の入社日を追加

休日等･･･「週休二日制」において「毎週」を選択した場合、補足事項があればその内容の入力が可能

選考方法･･･「学科試験」において「その他」を選択した場合、詳細な内容の入力が可能

試用期間の期間

項目を追加

「試用期間あり」の場合、「試用期間の期間」欄に、期間を入力

その他の変更点

（入力が任意であるもの）



▍補足事項・求人条件にかかる特記事項 各欄に入力しきれなかった内容や応募上の注意事項等を入力。

4-3.求人情報入力・入力時の注意点

26

登録情報 記入内容 記      入     例

1 試用期間中の条件「異なる」 試用期間中の条件 試用期間中は時間給1,１４0円、試用期間中は○○手当は支給しません

2 求人申込時に就業場所が特定できない 就業場所の決定方法、決定時期など 就業場所は通勤時間などを考慮し、○月○日までに決定

3 転勤の可能性「あり」で転勤範囲欄の文字数が不足 転勤の可能性がある範囲 転勤範囲：○○工場、△△工場

4
特別に支払われる手当について、求人の職種で勤務し
ている（することとなる）従業員のうち支給対象となら
ない者がいる（場合がある）

支給条件等
家族手当：配偶者１００００円、子供一人につき５０００円
資格手当：○○資格取得者５０００円

5 特定曜日のみ通常勤務と異なる時間帯がある 曜日を特定して注釈を記入 就業時間２は土曜日の就業時間です

6 フレックスタイム制である フレキシブルタイム、コアタイムの時間帯
就業時間１は標準となる就業時間帯、フレキシブルタイムは○時～○時、コアタイムは
○時～○時です

7
変形労働時間制であり、具体的な就業時間の記載が
難しい場合

就業時間の詳細など

変形労働時間制（１か月単位）により、始業は○時～○時、終業は○時～○時とし、
シフト表で決定する
変形労働時間制（１年単位）により、指定の始終業時刻は業務繁忙期の○月～○
月は○時～○時、○月～○月は○時～○時とし、所定休日は年間カレンダーで指定

8 応募前職場見学「補足事項欄参照」を選択 見学可能日など 応募前職場見学は○月○日～△月△日以外の日にちで相談に応じます。

9 二次面接がある 一次面接の何日後に実施するか 二次面接あり（一次面接後○日以内に実施）

10 雇用期間の定めあり
更新基準（更新条件、通算契約期
間または更新回数の上限

更新基準：勤務態度による、通算契約期間上限5年

11 昇給日が１年経過後（翌年４月２日以降） 昇給する（予定）日 新規高卒者の昇給予定日：翌年○月○日

12 賞与の規定はあるが、前年度支給実績がない 記載内容についての説明 前年度新規学卒者採用なしのため賞与実績がないが賞与規定あり

13 入居可能住宅「あり」 利用条件、宿舎費用など
通勤時間が片道○時間以上かかる場合のみ利用可能
宿舎費 月３００００円（部屋により異なる）

14 選考旅費または赴任旅費が「あり」 支給要件など 選考旅費上限あり○○円、赴任旅費上限あり○○円

15 月額換算額（日給、時間給の場合） 計算式 基本給 １,１４０円×７時間×２０日＝１５９,６００円

16 推薦依頼校あり 推薦依頼校総数、人数、うちわけ 推薦依頼総数2校5人（貴校 人）



4-3.求人情報入力・入力時の注意点
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入力が完了したら、完了ボタンを押す前に仮求人票を表示して確認してください。

【求人申込みから採用まで】Ｐ52～

※うまく表示されない場合、ポップアップブロックが原因の場合
があります。お使いのブラウザの解除方法をお調べいただき、解
除してください。
例：「Edge ポップアップブロック 解除」

「Chrome  ポップアップブロック 解除」

ここで全体の内

容を確認してく

ださい。

完了ボタンを押すとハローワークへ内容が送信さ

れ、ご自身で編集ができなくなります。



28

4-4.入力時のよくあるご相談

よくご相談いただく内容をピックアップしてご紹介します。

⚫就業場所人数＞事業所従業員数のせいでエ

ラーになる

求人入力を中断し、「事業所情報設定」から、先に従業員数の変更

を行ってください。ハローワークの承認後、入力が可能になります。

⚫複数の求人を社内決裁後に提出したい

一時保存できる求人は１件までです。複数をまとめて管理したい場

合、一度求人を提出→差し戻しを行うことで、複数を下書き状態で

管理できます。

「ハローワークへの連絡事項」へ、「社内決裁のため一度提出。差

し戻し希望」と入れてください。確認後、こちらから差し戻します。

なお、差し戻し後は「編集内容を申し込む」というボタンを押さな

いとハローワークにデータが飛ばないのでご注意ください。

⚫入力時、半角が入ってしまってエラーになる
一度Wordで下書きし、全角にまとめて変換してから戻すなど、

２段階で入力するのがおすすめです。

文字種変換

⚫就業場所や転勤範囲が枠内に収まらない

枠内に入らない場合、以下の順番に、できる範囲の対応をしてくだ

さい。

①特記事項、補足事項に入力する

②別紙をつける（ＨＷ岡崎へメール提出）

③「ＨＰ参照」などとし、アドレスやアクセス方法を特記事項や補

足事項に入力する



4-5.インターネット公開

⚫高卒求人票公開方法

1. 推薦依頼校への求人連絡
事業主が推薦依頼校へ求人票を提出します。

2. 高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスへの掲載

全国の高校から応募連絡が来る可能性があります。

⚫公開方法と公開希望の選択

29

高卒求人票の公開方法は２通りあり、片方または両方を選択することが可能です。

公開方法 求人申し込み時の公開希望の選択

①推薦依頼校のみに公開 ４.求人情報を公開しない

②全国の高校に公開 １.事業所名等を含む求人情報を公開する

③推薦依頼校＋全国の高校に公開 １.事業所名等を含む求人情報を公開する

⚫ インターネット公開を行う場合の留意事項
推薦依頼校以外の全国の高校から応募の可能性があります。
地域、学校名、課程（全日、定時制）などで差別的取扱いをしてはいけません。



4-6.推薦依頼校入力方法

⚫ 7.選考方法登録内の【指定校推薦】欄への入力

学校名及び推薦人数を入力。３０校を超える場合は別様式の提出が必要です。

※学校名は求人票に表示されません。「指定校推薦」欄入力後に画面を印刷するなど控えを保管してください。

⚫ 7.選考方法登録内の【補足事項】欄への入力

推薦依頼総数○校△人（貴校 人）と入力。※○は推薦依頼高校数、△は推薦依頼人数を入力。

⚫推薦指定校への求人票提出時のお願い

ハローワークの確認印を押印した原本の写しを用意し、高校ごとに「貴校 人」部分

に推薦依頼人数を手書きで記載し提出してください。
30

求人票補足事項欄への推薦依頼校の依頼人数は手書きで記載し高校へ提出してください。

ここは空欄

入力

入力欄を30校まで
追加可能

入力不要

※選考開始日～10月31日の間に複数応募を可とする場合は、書かないでください。



5.高等学校各種情報
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5-1.推薦依頼校、高校管轄安定所検索資料

⚫全国の高等学校の卒業者数や就職者数のデータについて

厚生労働省運営「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」内に

全国高等学校便覧がありますので推薦依頼校の参考にしてください。

データは毎年７月に更新されます。

URL：https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp

⚫新規学卒者初任給情報

令和７年３月卒業者のもの（前々年度卒業者）

⚫管内高等学校求職動向について

令和８年３月卒業者のもの（前年度卒業者）

32

各種データについては集計の都合上、現時点では前年度（前々年度）卒業者のものになります。



5-2.高等学校ＰＲシート

⚫高等学校ＰＲシートについて

岡崎市、幸田町管内の高等学校が作成した学科・職業意識形成

についての取り組み・学校の特徴等をまとめたものです。

⚫掲載場所

ハローワーク岡崎ホームページ＞

事業主の方へ＞

３.求人申込み（新規学卒関係）

33

ハローワーク岡崎ホームページに掲載されていますので、求人活動の参考にしてください。



6.高校への求人票提出、
応募前職場見学
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6-1.高校への求人票提出方法

⚫高校への求人票提出方法

求人票をコピーし、推薦依頼校へ提出してください。

⚫添付書類の高校への提出

以下書類をハローワークへ提出した場合、求人票と併せて

推薦依頼校へ提出してください。

•応募前職場見学実施予定表

•就業場所一覧、受動喫煙対策一覧

35

ハローワークから返却された求人票はコピーし高校へ提出してください。

ハローワークの確認印のない求人票は高校では受理されません

【求人申込みから採用まで】Ｐ18～



6-2.応募前職場見学

⚫応募前職場見学受入れの際のお願い

• 見学は学校の夏休み期間に実施するよう配慮してください。

• 事前選考となる行為は実施しないでください。

• 【職場見学のお願い】以外の書類提出を求めることはできません。

⚫応募前職場見学の流れ

1. 学校から事業主あてに応募前職場見学の依頼があります。

2. 見学時、生徒から【職場見学のお願い】【職場見学確認書】の提出があります。

3. 【職場見学確認書】を記入のうえ生徒もしくは学校へ渡してください。

36

理解不足による早期離職を防止することを目的としており、積極的な受け入れをお願いします。

【求人申込みから採用まで】Ｐ30～

応募前職場見学前に高校生を対象とした職場見学は実施できませんのでご注意ください。



7.求人内容の訂正・変更
ハローワークへの報告書類

37



7-1.求人内容の訂正・変更

⚫求人内容の訂正・変更

求人票の差し替えをしますので、求人票も併せて提出が必要です。

⚫様式掲載先

ハローワーク岡崎ホームページ＞事業主の方へ＞３.求人申込み（新規学卒関係）

38

高卒求人は求人者マイページからの求人内容の訂正・変更はできません。

求人内容の訂正・変更

提出書類
学卒求人（訂正・変更）届
求人票（原本）

記載事項 訂正・変更内容

提出方法 窓口・郵送



7-2.ハローワークへの報告書類

⚫ 10月・２月に学卒採用内定者数の報告の必要があります。

採用者数が０人の場合でも報告は必要です。

報告名：新規学校卒業予定者採用（内定）状況報告

39

年２回ハローワークから採用内定者数等の報告を依頼しますので、回答をお願いします。

• ９月30日現在の内定状況を報告願います。

• 報告方法等記載した依頼文を10月上旬に送付します。

1回目

• １月31日現在の内定状況、県外学校からの内定者数を報告願います。

• 報告方法等記載した依頼文を２月上旬に送付します。

２回目

【求人申込みから採用まで】Ｐ19～



7-3.内定後の対応について

⚫採否結果は学校を通じて行ってください。

不採用の場合は、書類を学校あてに速やかに返却してください。

⚫内定から卒業までの期間は、生徒の学業に配慮してください。

平日に内定式、入社前説明会、健康診断、制服採寸、その他学業に差

し支えるような行事への参加勧奨は控えてください。

40

内定後も、学業が本務となる学生への配慮が必要です。

【求人申込みから採用まで】Ｐ33～

・採用内定企業でのアルバイト ・入社前インターンシップへの参加勧奨

・レポート等の提出命令 ・懇親会への参加勧奨

判断に迷う場合は、学校へ相談してください。

学業に影響を与えると考えられるものの例



8.求人不受理
ユースエール認定制度

41



8-1.求人不受理

⚫ハローワークでは、以下に該当する求人は受理しません。

•内容が法令に違反する求人

•労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

•求人者が労働条件を明示しない求人

•一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

•暴力団員などによる求人

•職業紹介事業者からの報告の求めに応じなかった求人者による求人

42

就職後のトラブルの未然防止を図るため、内容が法令に違反するような求人は受理しません。

【求人申込みから採用まで】Ｐ84～



8-2.ユースエール認定制度

⚫ユースエール認定制度とは・・・

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが

優良な中小企業※を厚生労働大臣が認定する制度です。

2026年３月現在、愛知局内68社が認定を受けています。
※常時雇用する労働者が300人以下の事業主

⚫認定を受けるメリット

•企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながる

•認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能

•ハローワークなどで重点的ＰＲの実施 など・・・

43

制度の認知度も高まってきており、年々認定企業数も増加しています。

【求人申込みから採用まで】Ｐ51



まとめ

1. 適切な採用計画を立て、内定取消し等は行われることがないこと

2. 求人申し込みは求人者マイページから６月１日以降に入力すること

3. ７月１日に求人票の返却を希望する場合には、郵送受取：６月１６

日（火）まで、窓口受取：６月２３日（火）までに求人申し込みを

行うこと

※不備・入力漏れが多い場合はこの限りではありません。

4. 窓口受取を希望する場合は、【ハローワークへの連絡事項】にその

旨を記載すること

5. １０月と２月に採用内定者数報告依頼について回答すること

44

この５点については、必ず覚えておいてください。



お問い合わせ先一覧

⚫ 学卒求人に関すること

ハローワーク岡崎

Te l : 0 5 6 4 - 5 2 - 8 6 0 9（ 3 1 #）

※令和 4年 1 2月より Fa xの利用は廃止されました。

⚫ 高卒求人添付書類のあて先

M a i l : 2 3 0 5 0 - k y u j i n @ m h l w. g o . j p

※「ｰ」はハイフン

⚫ 学卒求人各種様式掲載先

ハローワーク岡崎ホームページ

h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / a i c h i - h e l l o w o r k / l i s t / o k a z a k i . h t m l

⚫ 求人者マイページ操作方法

ヘルプデスク（ 9 : 3 0～ 1 8 : 0 0）

Te l : 0 5 7 0 - 0 7 7 - 4 5 0

M a i l : h e l p d e s k @ h d . h e l l o w o r k . m h l w . g o . j p

45
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